
6広報せたな

　■問い合わせ先／　●北海道後期高齢者医療広域連合　殺０１１−２９０−５６０１
　　　　　　　　　　●役場本庁保健福祉課高齢者医療係殺 ０１３７−８４−５１１１
　　　　　　　　　　●瀬棚総合支所保健福祉課高齢者医療係殺 ０１３７−８７−３３１１
　　　　　　　　　　●大成総合支所町民福祉課高齢者医療係殺０１３９８−４−５５１１ 

　長寿医療制度（後期高齢者医療制度）に加入されている方の

うち、保険料を年金からお支払いされている方は、８月が本年

度３期目のお支払い月です。

　また、納入通知書又は口座振替によるお支払いをされている

方は、８月３１日が第２期分の納期限となっています。

　なお、平成20年度の保険料のお支払いが、保険料軽減措置

（均等割8.5割軽減、所得割5割軽減）により平成20年８月の年金からのお支払いで終わってい

た方は、今年度の保険料のお支払い方法が、以下のとおり年度途中で変わりますので、ご注意

ください。

葛昨年度の８月の年金で20年度保険料のお支払いが終わった方の今年度保険料のお支払い方法滑

　交通事故など第三者（加害者）の行為によってけがや病気をしたとき、本来、医療費は加害者が全

額負担するのが原則ですが、損害賠償の都合などにより保険証を使って治療することができます。か

かった医療費は、長寿医療制度が一時的に立て替えて、後で加害者に請求することになります。

興交通事故などにあったとき

赫まずは警察に連絡しましょう
　けがの程度が軽くても、必ず警察に連絡し、人身事故として事故証明書を出してもらいましょう。

赫必ず役場担当係に届け出しましょう
　保険証、加入者（被保険者）の印鑑、事故証明書をもって、「第三者行為による被害届」の申請をし

てください。
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〜医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担〜医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担をを
                                    軽減する制度が始まりまし         　　軽減する制度が始まりましたた〜〜

　医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の自己負担が著しく高額になる場合

の負担を軽減する制度です。医療保険と介護保険の自己負担を合算し、限度額を超えた場合

は超えた額が支給されます。

　■問い合わせ先／
　　役場本庁及び各総合支所の国保医療係・高齢者医療係・介護保険係
　　殺本庁 ０１３７−８４−５111　殺瀬棚総合支所 ０１３７−８７−３３１１　殺大成総合支所０１３９８−４−５５１１ 

高額医療・高額介護合算療養費制度


